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再利用（リユース）・リサイクルの推進 
 

 

 

         

 

 

 

 
 

「再利用（リユース）・リサイクルの推進」と「燃えるごみの減量化」のため、市では平成 29年４月から 

古着の回収をしています。収集された古着類は、再利用または手袋やクッション材などにリサイクルされます。 

 

① 古着類の対象になるか確認しましょう ――――――――――――――――――――――――                                                                

 

 
    ●スーツ   ●Ｔシャツ    ●ジーンズ    ●着物    ●ハンカチ  ●ストッキング    ●掛・敷布団 

    ●ジャケット ●ポロシャツ   ●スカート    ●シーツ   ●ネクタイ  ●中に綿が入っている ●毛布などの寝具 

    ●ジャンパー ●ワイシャツ   ●ワンピース   ●タオル   ●マフラー  （ダウンジャケット  ●こたつ用布団 

    ●コート   ●トレーナー   ●下着類     ●くつ下   ●手ぬぐい  ・はんてんなど）   ●マットレス 

    ●セーター  ●スラックス   ●子供服     ●カーテン    など…  ●靴類 

     

 

 

② どんな状態か判別しましょう ――――――――――――――――――――――――――――                                                                           

    

            

 

 

③ 青色の指定袋に入れてください ――――――――――――――――――――――――――― 

※古着と燃えるごみは同じ青い指定袋ですが、古着類としてリサイクルする場合は、古着類のみ
を袋へ入れてください。 

④ 決められた収集日にゴミステーションに出してください――――― 
 

収集日当日の８時までに、決められた集積場所に出してください。 
【収集日】 月1回 ※曜日は地域によって異なります。（ごみ収集カレンダーで確認してください） 

●指定袋は同じですが、「古着類」と「燃えるごみ」は分別してそれぞれ袋に入れてください。 

●「古着類」として出す場合は、ボタン･ファスナーなどは取らないで出してください。 

●汚れているものは、可能な限り金具を取り除いて「燃えるごみ」として出してください。 

 

 

 

   古着を直接持ち込みするときは  
   庄原市リサイクルプラザ又は東城クリーンセンターに庄原市の指定袋（青色）に入れて 
   持ち込んでください。無料でお引き受けします。 
 

■庄原市リサイクルプラザ 〒727-0003 庄原市是松町 20-25       ☎（0824）72-1398 
■東城クリーンセンター   〒729-5122 庄原市東城町久代 6671-2  ☎（08477）2-0214 
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古着類 燃えるごみ 粗大ごみ 

・再利用できる状態のきれいなもの  

・洗濯し、たたんである 

・名前の刺繍等も気にならない  

 

古着類 
・目に見える汚れや破損部分がある  

・ペット用に使っていた 

 

燃えるごみ 



在宅医療廃棄物の適正処理について 

飲料水の検査について 

 
 
 

在宅医療の普及に伴い、注射器、輸液バッグ等の廃棄物（以下「在宅医療廃棄物」）が

一般家庭から多く排出されています。注射針など感染を引き起こす廃棄物をごみステーション

に出したり直接持込むと近隣の方々や作業員等に針刺しによる事故などが生じる危険性があ

ります。 在宅医療廃棄物の適正処理を推進するために正しく排出していただきますようお願

いします。 

〇家庭ごみとして収集・処理できないもの 
  

  

  

 

  

 

● 注射針【ペン型自己注射器の針、血糖測定器の針】及び輸液ラインの針部 
⇒かかりつけの医療機関又は訪問看護事業所等へ返却すること。 
 

その他不明な点につきましては、環境政策課（☏0824-72-1398）へお問い合わせください。 
 

 

 

 

水質検査は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関が行います。検査を希望する方は、次

の取次機関へお問い合わせください。 

            取次機関・連絡先              

取次機関：庄原食品衛生協会 
※食品衛生を目的に設立された協会です。 

受付場所：庄原市東本町一丁目 4 番 1 号 広島県庄原庁舎 第３庁舎２階 

電話番号：0824-73-0932  

           受付日時（検体持込み日時）             

受付日：毎週水曜日  

祝日の水曜日及び年末年始の間の水曜日の受付はありません。 

時  間：午前 9 時～12 時 
事前に依頼書・採水容器を受け取り、当日に採水して持ち込む方式です。 

検査料：検査項目によって異なりますので、事前にお問い合わせください。 
なお、飲料水以外の水質検査、採水自体の依頼も受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

環境標語（令和 6年度環境標語コンクール ） 

みちばたに ごみをはっけん ごみばこへ 

庄原小学校 1年 武田  蘭 


